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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成３０年２月６日 ０７時１０分ごろ～１２時４０分ごろの

間） 

発生場所 

 

不明（鹿児島県鹿児島市黒神町長崎鼻北北東方沖から同町瀬戸埼北方

沖の岩場の間） 

事故の概要  漁船孝
こう

千
ち

丸は、作業中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３０年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 孝千丸、１.９７トン 

 ＫＧ３－３８９４４（漁船登録番号）、孝千丸水産有限会社（Ａ

社） 

 ６.８９ｍ（Lr）×１.９２ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５６年５

月１１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５５年９月２４日 

  免許証交付日 平成２９年４月２７日 

         （平成３５年４月２１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

事故の経過 

  

 本船は、船長が１人で乗り組み、長崎鼻北北東方沖の生け簀
す

（以下

「本件生け簀」という。）で畜養作業を行う目的で、平成３０年２月

６日０７時１０分ごろ鹿児島県牛
うし

根
ね

麓
ふもと

漁港を出港した。 

 船長の家族の１人（以下「家族Ａ」という。）は、船長と一緒に出

掛ける病院の受診予約時刻が近づいても、船長が帰宅しないので、１

０時４０分ごろ船長の携帯電話に連絡したところ、呼出音の後、電話

が電波の届かない場所にあるか、電源が入っていない旨の音声ガイダ
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ンスが流れた。 

家族Ａは、その後十数回船長の携帯電話に連絡したが、同様に呼出

音に続いて音声ガイダンスが流れたので、１１時１２分ごろ船長の別

の家族（以下「家族Ｂ」という。）に連絡した。 

家族Ｂは、鹿児島県垂水市海
かい

潟
がた

漁港に係留していた船に１人で乗り

組んで本件生け簀に向けて出港し、本件生け簀に到着したが、本船及

び船長の姿が見えなかったので、連絡を受けて来援したＡ社従業員２

人が乗った僚船と共に捜索を開始した。 

家族Ｂは、風下側の南方へ移動しながら捜索を行い、瀬戸埼北方沖

の岩場に漂着した無人の本船を発見し、１２時４０分ごろ海上保安庁

へ通報した。 

 家族Ｂは、僚船の従業員１人を自船に移乗させて捜索中、瀬戸埼北

北東方沖の海面に浮遊している生け簀で使用する木製の渡し板を認め

て接近したところ、同板至近の海中に漂っている船長を発見し、直ち

に船上へ引き上げた。 

 家族Ｂは、船長に対する心臓マッサージを行い、１３時１８分ごろ

海上保安庁から携帯電話に連絡を受けた際、船長を発見した旨を伝え

た。 

船長は、船で牛根麓漁港に運ばれた後、救急車で搬送された病院で

死亡が確認され、溺水と検案された。 

本船は、牛根麓漁港に引き揚げられた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生場所概略図（拡

大）、写真１ 本船（船首方から見た状況）、写真２ 本船（船尾方

から見た状況）、写真３ 生け簀（本件生け簀と同型）、写真４ 渡

し板 参照） 

 その他の事項 家族Ｂは、本船を発見した際、船外機が停止しているのを認めた。 

本船の船体には、他船と衝突したような痕跡及び航行中に乗り揚げ

たような痕跡がなかった。 

本船は、航行中の速力が７～８ノット程度で、本船が係留されてい

た牛根麓漁港から本件生け簀までに要する航行時間が約１５分であっ

た。 

家族Ｂが発見した渡し板は、生け簀で使用する渡し板（長さ約３０

５cm、幅約２８cm、厚さ約６.５cm）で、その両端には生け簀に固定

する際に使用する長さ約１３３cmのロープが取り付けられていた。 

船長は、発見されたとき、右手首に渡し板の一端に取り付けられた

ロープがクラブヒッチ（巻き結び）で結ばれていた。 

船長が向かった本件生け簀は、渡し板がなくなっていた。 

家族Ａは、本事故当時、船長の健康状態に問題はないと思ってい

た。 

船長の自宅から本船係留地までに要する時間は、自動車で約１０分
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であった。 

船長は、発見された時、トレーナー、ダウンジャケット及びカッパ

を着用し、長靴を履き、救命胴衣を着用していなかった。 

本船には、救命胴衣が収納されていた。 

船長は、ふだん、非防水型の携帯電話を所持していたが、発見され

た時に所持しておらず、船内にもなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

本船は、０７時１０分ごろ出港し、１２時４０分ごろ無人の本船が

発見されたことから、この間において、船長が落水して溺死したもの

と考えられるが、船長が本事故で死亡しているので、その状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、出港後、船長が落水して溺水したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型漁船に乗船するときは、救命胴衣を着用すること。 

 ・緊急時に救助要請ができるよう、防水措置を施した携帯電話を常

時身に付けておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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船長発見場所 付図２ 
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付図２ 事故発生場所概略図（拡大） 
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写真１ 本船（船首方から見た状況） 

写真３ 生け簀（本件生け簀と同型） 

写真４ 渡し板 

写真２ 本船（船尾方から見た状況） 


